
北塩原村デイサービスセンター指定管理者公募要項 

 

１ 公募の目的 

北塩原村デイサービスセンター（以下、「施設」という。）は、疾病等や身体上の障

害により日常生活を営むのに支障がある高齢者及び身体障害者に対し、通所により各

種のサービスを提供することによって、当該虚弱高齢者等の生活の助長、社会的孤立

感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担

の軽減等が図ることを目的として設置している。 

当施設について、利用者の多様なニーズに対してより効果的な対応ができるよう、

民間事業者の幅広いノウハウ（発想や経営努力）を活用するため、施設の管理に関す

る業務を行う指定管理者を募集する。 

 

２ 施設概要 

（１）名 称  北塩原村デイサービスセンター 

（２）所在地  北塩原村大字大塩字堀田山 8518番地 93 

（３）構 造  鉄筋コンクリート・一部鉄骨造平屋建 

（４）規 模  延べ床面積 830.115㎡ 

 

３ 指定管理の内容 

（１）業務内容 

北塩原村デイサービスセンター条例及び北塩原村デイサービスセンター管理規則

等関係規程に基づき、次の業務を行う。 

ア 虚弱高齢者等のデイサービス事業及び送迎者用自動車の運行及び給食サー

ビスに関すること。 

イ 施設、設備及び備品の維持・保守管理に関すること。 

ウ 火気取締り及び盗難防止等に関すること。 

エ センターの利用及び案内に関すること。 

オ 各種書類の取り次ぎに関すること。 

カ 利用料等の収受及び領収書の交付に関すること。 

キ その他施設管理運営の業務上必要なこと。 

（２）開館時間等 

   ア 休館日  日曜日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

   イ 開館時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

   ウ その他  変更等については、村と指定管理者が協議の上決定する。 

 

４ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間 

  ※ ただし、この期間は村議会の議決により確定します。 

 



５ 指定管理料等 

（１）管理業務に伴う指定管理者の人件費、管理費（光熱費、燃料費、車両費、軽微な

修繕料）、その他の経費（下記（２）に掲げるものを除く。）は、指定管理者の負担

とします。 

（２）火災保険料、消防設備保守点検料、給水施設及び浄化槽管理費、大規模修繕料な

どは、下記（３）の指定管理料とは別に村が負担します。 

（３）応募に当たり、事業計画書、収支予算書等を作成する際は、上記（１）及び（２）

並びに関係規程を踏まえ、必要な指定管理料の額を算出して提案してください。 

なお、各年度の指定管理料は、村と指定管理者とで協議の上、予算の範囲内で決

定します。 

（４）指定管理料の支払時期、方法等は、村と協議し、協定にて定めます。 

（５）各年度における指定管理料は、業務停止や業務の一部不履行など、特別な理由が

ある場合を除き、精算はしません。 

 

６ 応募方法 

（１）公募要項の公開 

令和８年１月５日（月）から令和８年１月２３日（金）までの間、公募要項を北塩

原村ホームページに掲載します。 

（２）応募資格 

ア 北塩原村内で活動をする法人その他団体（以下「法人等」という。）であるこ

と。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ないこと。 

ウ 北塩原村指名停止基準に基づく定める指名停止期間中でないこと。 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続き開始の申立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てが

なされていないこと。 

オ 村税、法人税、法人事業税、消費税（地方消費税を含む。）等、国税及び地方

税を滞納していないこと。 

カ 類似施設の管理運営業務又は類似する業務を引き続き２年以上行っているこ

と。 

（３）応募書類 

以下の書類を２部提出してください。 

 ア 指定管理者指定申請書（様式第１号） 

   イ 団体等概要書及び応募資格を有していることを証する書類 

   ウ 施設の管理運営に係る事業計画書 

エ 管理に係る収支予算書 

オ 定款、寄付行為又はこれらに準ずるもの 

カ 法人の登記簿謄本 

キ 役員名簿 



ク 経営状況に関する書類 

ケ 納税を証する書類 

（４）応募期限等 

令和８年１月２３日（金）午後５時１５分まで、保健福祉課担当まで応募書類を提

出してください。 

※ 持参、郵送を問いませんが、未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず、未

提出として取り扱います。（郵送の場合、簡易書留に限る。令和８年１月２３日

付消印有効） 

 

７ 選定方法等 

（１）候補者の選定 

応募書類による書類審査を行った後、必要がある場合にはヒアリング審査を行い、

本業務に適していると認められる法人等を指定管理者の候補者として選定します。 

なお、令和８年２月２０日（金）までに、各応募者に選定結果を通知します。 

（２）指定管理者の指定 

指定管理者の指定に係る議案について村議会の議決を得た後、指定管理者の指定を

行います。 

 

８ その他留意事項 

（１）本件に参加するために要する費用は、すべて参加法人等の負担とします。  

（２）提出書類は、日本語を用いるものとし、やむを得ず外国語で記載するものについ

ては、その日本語の訳文を付記又は添付してください。また、通貨は日本円としま

す。 

（３）書類提出後の申請書等の修正又は変更は、一切認めません。 

（４）提出された申請書等については、返却しません。 

（５）申請書について情報公開請求があった場合は、北塩原村情報公開条例に基づき、

提出書類等を公開することがあります。 

 

９ 問い合わせ先 

  北塩原村役場 保健福祉課 担当 小林 

  〒966-0485 北塩原村大字北山字姥ヶ作 3151番地 

  電話 0241-23-3113 

 F A X 0241-25-7358 

 


